
改 葬 許 可 申 請 書  

 

 

 

 

 

上 記 （ 外 ２ 名 ） の 改 葬 許 可 を 受 け た く 、 墓 地 埋 葬 等 に 関 す る 法 律  

  第 ５ 条 第 ２ 項 及 び 同 施 行 規 則 第 ２ 条 に よ り 申 請 い た し ま す 。  

              　 令 和 ７ 年  ６  月  １  日  

                          申 請 者   益 田 　 花 子  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 連 絡 先 ： ０ ９ ０ -１ ２ ３ ４ -○ ○ ○ ○ 　 ）  
 

      前 記 の 埋 葬 の 事 実 を 証 明 す る 。  

              墓 地 管 理 者     住 所 　 益 田 市 ○ ○ 町 ○ ○ 番 地  

                            氏 名   宗 教 法 人 　 ○ ○ 寺 　 　 印  

 益 環 改 第 　 　 号

 
死 亡 者 の 本 籍 益 田 市 常 盤 町 １ 番 １ 号

 
死 亡 者 の 住 所 益 田 市 常 盤 町 １ 番 ９ ９ 号

 
死 亡 者 の 氏 名

益 田 　 太 郎

 
死 亡 者 の 性 別         男   ・   女

 
死 亡 年 月 日

平 成 ２ ３  年  ４  月  ５  日

 
埋 葬 又 は 火 葬 の 場 所 益 田 市 斎 場

 
埋 葬 又 は 火 葬 の 年 月 日

平 成 ２ ３  年  ４  月  ７  日

 
改 葬 の 理 由 墓 地 新 設 （ 購 入 ） に よ る 移 転 の た め

 
改 葬 の 場 所

○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 １ 番 地  
○ ○ 霊 園

 
申 請 者 の 住 所

益 田 市 常 盤 町 １ 番 ９ ９ 号

 
申 請 者 の 氏 名 益 田 　 花 子

 
死 亡 者 と の 続 柄

子

 
墓 地 使 用 者 等 と の 関 係 本 人

○

○
寺

記入例

墓 地 管 理 者 や 親 族 に 聞 い
て も 分 か ら な い と こ ろ は 「 不
詳 」 と 記 入 し て く だ さ い 。

土 葬 の 場 合 は 土 葬 し た
場 所 、 火 葬 の 場 合 は 火
葬 し た 施 設 名 を 記 入 し て
く だ さ い 。

亡 く な ら れ た 方 か ら 見 た 申 請 者
の 続 柄 を 記 入 し て く だ さ い 。  
例 ： 亡 く な ら れ た 方 が 祖 父 母 の
場 合 は 「 孫 」

現 在 （ 改 葬 前 ） の 墓 地 管 理 者 に 証 明 を も ら っ て く だ さ い 。  
改 葬 前 が 個 人 墓 地 の 場 合 は 、 管 理 者 個 人 の 住 所 ・ 氏 名 を 記 入 し 、 押 印
（ 認 印 で 可 ） し て く だ さ い 。  
な お 、 個 人 墓 地 を 廃 止 （ 墓 じ ま い ） す る と き は 、 廃 止 許 可 申 請 が 必 要 で す 。

※ 許 可 証 に つ い て 、 窓 口 で の 受 け 取 り で は な く 、 郵 送 を 希 望 さ れ る 場 合 は 、 申 請 時 に 返 信 用 封
筒 （ 住 所 ・ 氏 名 を 記 入 し 、 切 手 を 貼 っ た も の ） を 提 出 し て く だ さ い 。  

※ 申 請 者 と 別 の 方 が 手 続 き す る 場 合 は 、 委 任 状 を 添 付 し て く だ さ い 。  

改 葬 先 の 使 用 許 可 証 や
契 約 書 の 写 し ま た は 受
入 証 明 書 を 添 付 し て く だ
さ い 。  
改 葬 先 が 個 人 墓 地 の 場
合 は 、 墓 地 経 営 許 可 証
の 写 し を 添 付 し て く だ さ
い 。

申 請 者 と 現 在 の 墓 地 使 用 者
と の 関 係 を 記 入 し て く だ さ い 。
基 本 的 に 「 本 人 」 と な り ま す 。

・ 改 葬 者 が 複 数 の 場 合 、 下 段 の （ 外 　
名 ） に 人 数 を 記 入 し て く だ さ い 。  

・ 改 葬 先 が 個 々 に 許 可 証 を 必 要 と す
る 場 合 は 、 一 人 ず つ 申 請 書 を 作 成
し て く だ さ い 。  

・ 氏 名 や 人 数 が 分 か ら な い 先 祖 の 遺
骨 を 改 葬 す る 場 合 は 、 「 ○ ○ ○ ○
（ 分 か る 方 の 氏 名 ） 外 先 祖 代 々 」 な
ど と 記 入 し て く だ さ い 。


